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神奈川県剣道連盟

剣道＜級審査＞に関して

神奈川県剣道連盟 各支部長殿

全剣連　剣道級位審査規則
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剣道級位審査規則 全日本剣道連盟

級位審査規程（昭和５１年４月１日）の全部を改正する。

（目的）
　第　１　条　財団法人全日本剣道連盟（以下「全剣連」という。）は剣道の理念及び全剣連の

寄付行為に基づき、級位の審査及び授与について定める。

（級位及び付与基準）
第　２　条 　級位は、一級から三級までとする。ただし、全剣連の加盟団体（以下「加盟団体」と

いう。）が、四級以下の級位を定めることを妨げない。
② 　級位は、剣道称号・段位審査規則（平成１２年４月１日施行）に規定する初段の

基準に依拠するものとし、剣道の基本を修習し、技倆相当なる者に与えられる。

（加盟団体による審査等）
第　３　条 　級位の審査及び授与は、全剣連会長が加盟団体に委任して行う。ただし、

加盟団体が、当該加盟団体に登録する団体に委任することを妨げない。
② 前項の審査及び授与は、この規則によるほか、別に定めるところによる。

（受審資格）
第　４　条 　級位を受審しようとする者は、加盟団体の登録会員でなければならない。

② 前項に規定するもののほか、級位の受審資格は、加盟団体の定めるところに
よる。

（審査方法等）
第　５　条 　一級から三級までの審査は、別に定める実技について行う。

② 前項に規定するもののほか、級位審査の方法及び運営並びに級位の授与（証書
の授与含む。）及び登録は、加盟団体の定めるところによる。

③ 級位の審査料及び登録料は、加盟団体の定めるところによる。

附 則
（施行期日）
この規則は、平成２１年１０月１日から施行する。

級位審査実施要領

　剣道級位審査規則第５条第１項の「実技」は、次の各号で定めるところにより
行うものとする。

1 一 級
　剣道の基本並びに木刀による剣道基本技稽古法「基本１から９まで」

2 二 級
　剣道の基本並びに木刀による剣道基本技稽古法「基本１から６まで」

3 三 級
　剣道の基本並びに木刀による剣道基本技稽古法「基本１から４まで」
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級・審査会での
『木刀による剣道基本技稽古法』の導入について

　「３級以上の級審査」での『木刀による剣道基本技稽古法』は
　平成２２年４月から実施になりました。　

「級・審査会」実施の際の『稽古法』について

1、 三級は、基本１～４まで。

二級は、基本１～６まで。

一級は、基本１～９までの全てを行わせてください。

2、 その際、初段審査を前にして、今まで同様「日本剣道形」も行わせるかどうかは、
支部の実情で決めて構いません。

3、 座礼は省略して、立礼から始め立礼で終了して構いません。

4、 何組で行うかは、会場の広さと受審者数の兼ね合いです。しかし、安全上、隣の人と
十分な間隔を確保する。また審査員や立会い係の目が行き届く範囲で
行うことなどに留意をしてください。

5、 実技審査合格者のみでなく、受審者全員に行わせて構いません。

6、 「元立ち」「掛かり手」を明確に指定して、間違える人が出ないよう、配慮して
ください。

7、 指定された「元立ち」「掛かり手」どちらか片方を行わせ、終了させて構いません。

8、 「各基本技」が始まる前に、係員が大きな声でその内容を告げて、間違えた人に
よる危険性が生じないよう、配慮をしてください。

例えば、
『基本１、１本打ちの技、「面」「小手」「胴」「突き」』と告げてから始めさせる。
その告知内容は、『稽古法』解説書の５頁にある＜２、構成＞の内容が適切です。

9、 木刀は、多数の準備がされている支部は、それを貸し与えて結構ですが、子供や
初心者に「竹刀は日本刀」であるとの観念を持たせるためにも、自分に合った木刀を
準備させるのがよいでしょう。

その他、不明点がありましたら、お問い合わせください。

＊ 『稽古法』の写真付き解説書、及びDVDが全日本剣道連盟から出ています。
　個人で直接、全剣連からインターネット購入が出来ます。

＊ パソコンで、『木刀による剣道基本技』と打ち込み、【検索】をクリックすると、
YouTubeに収録されている動画が見れます。
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令和4年2月7日

神 奈 川 県 剣 道 連 盟

＜注意事項＞

「4」黒鉛筆 ・黒ボールペンを使い自筆とする。

「5」実技審査合格者発表後に提出できない場合は

・

・

・

・

・

・ 「基本打突や技の練習で注意をすること」を3項目以上書きなさい。

・

・

・

・

令和4年度 ： 四  段

「剣道が上達するための要件」を述べなさい。（四・五段共通）

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　初段　令和4年度　学科試験答案用紙

　　　　　受審年月日　令和　　年　月　日
受審番号　　氏名　　　　　支部名

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「3」答案用紙の上部（用紙の一番上）に  「受審段位」

パソコンで作成又は、コピーした答案は無効とする。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

審査員に提出する。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

令和4年度： 三  段

あなたが 「剣道を始めた理由」 を書きなさい。

　　　用紙サイズは、Ａ４とする。

　　「不合格」とする。

　「氏名」を記入し、その横に当日「受審者番号」を記入する。

＜書ききれない場合は
「裏面」に書いて下さい＞

　　　※　社会体育指導員認定者は　五段の学科試験は免 除

「三殺法」について説明しなさい。（二・三段共通問題）

1　あなたが「剣道を始めた理由」を書きなさい。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

令和4年度 ： 初  段

令和4年度 ： 二  段

令和4年度審査（前期・後期）

　　各自が事前に解答を記入した 「答案」 を持参し、実技審査合格後に受審者番号を記入して

「四戒」について説明しなさい。

＜提出＞

＜剣道段審査　学科試験問題＞

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                     用紙サイズ ： Ａ４ 縦  297mm × 横  210mm

「1」解答を記入した「答案１枚」を審査会当日持参する。

「2」解答用紙は、原則として神奈川県剣道連盟のＨＰに

「剣道が上達するための要件」を述べなさい。（四・五段共通）

　　掲載されている学科問題をダウンロードしたものとする。

「懸待一致」について説明しなさい。

令和4年度 ： 五  段

 答案提出時 ＜認定書のコピー＞ に＜受験段位 ・受験番号＞を記入して提出する。

  ・合否の判定は 「形審査終了後」 に発表する。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「使ってはいけない竹刀」とは、どのような竹刀ですか説明しなさい。

「三殺法」について説明しなさい。（二・三段共通問題）

記

「切り返しの目的」を述べなさい。
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未定

令和4年度　前期　審査会

令和4年度　後期　審査会

四、五段
令和5年2月12日(日)

横  浜

髙津スポーツセンター

神奈川県立武道館令和4年4月9日(土)

令和4年5月5日（木・祝） 寒川町総合体育館

小田原スポーツ会館

横須賀北体育館

四、五段 令和4年5月8日(日)  神奈川県立武道館

湘  南

小田原

日     程地 区 場     所

相模原

川  崎

令和4年4月10日(日) 相模原市立北総合体育館

令和4年4月17日(日)

横須賀

令和4年5月15日(日)

令和4年8月11日(木)

神奈川県
称号審査

令和4年9月3日(土)

相模原 令和4年11月6日(日) 相模原ギオンアリーナ

地 区 日     程 場     所

川  崎 令和4年10月16日(日) 麻生スポーツセンター

令和4年12月18日(日) 港北スポーツセンター

 神奈川県立武道館

神奈川県
称号審査

令和5年2月11日(土)

横須賀 令和5年2月11日(土) 横須賀北体育館

令和4年11月20日(日)

小田原 令和4年11月20日(日) 小田原スポーツ会館

横  浜

湘  南 令和4年11月6日(日) 寒川町総合体育館
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理　由　書 （前段を隣県で取得した者のみ）

　　　全日本剣道連盟から、「越境受審の禁止」について厳達がきております。
　　特に前段を隣県で取得している者の中に多くみられる為、全剣連では前段の隣県
　　取得者については厳しく調査され、これが越境受審で合格したとみなされた場合、
　　取消処分にされています。　従って今回も合格者段位登録申請書が全剣連へ
　　到着次第、隣県関係にある者については、その理由について受審を受理した県へ
　　照会してまいります。　その際すぐ回答できるよう、下記項目の（カッコ）内へ
　　該当事項を正確に記入しておいてください。

記

1 今回の受審日・受審番号 （平・令

2 氏　名 （ 　　　　　　）

3 生年月日（昭・平　　　年　　　　月　　　　日　）

4 現住所 （〒 ）

5 電話番号（ ）　携帯番号　（ ）

6 現勤務先（学生は学校名）の名称 　（ ）
　所在地 （〒 ）

7 同上電話番号 　　（ ） （内線 ）
（不明の場合省略可）

8 主たる剣道の活動場に於ける指導の先生、又は責任者名
（ ）

A 前段取得時以降、住所又は勤務先、学校の変わった者のみ記入する。
1 前段取得時の住所　　（〒 ）

2 前段取得時の勤務先、学校の名称　（ ）
　所在地 （〒 ）

3 前段取得当時の住所から現住所へ移転した者　（昭・平・令　　　　年　　　月頃転居）

4 同じく勤務先、学校を転勤、転校した者 （昭・平・令　　　年　　　月頃移転）

5 変更の理由

B 前段を他県で取得し、その後住所や勤務先、又は学校の変更も無く本県で受審
した者のみ記入する。
1 本県での受審理由

　　年　　　月　　　日　　　　　番　）
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様式①

赤点線内は太字のマジック（黒）で

カッコいっぱいに大きく書くこと。

それ以外の箇所は

ボールペン（黒）で楷書で書くこと。

①初段～五段申込書（短冊）
　　女性；橙色
　　男性；緑色

②全剣連番号必ず記入してください。
全剣連HPにて検索できます。

③氏名に必ずフリガナを記入
職業・学校名を必ず記入してください。

④現段位を他府県で取得された方
（１）免状のコピー
（２）理由書 で、確認
（１）（２）支部にて保管してください。

⑤外国で取得された方
（１）免状のコピー
（２）理由書
（３）剣道手帳のコピー
申込書（短冊）に添付して提出してください。
＊全剣連に提出し全剣連国際部で確認
承認後全剣連番号が付与されます。
県連に全剣連番号通知あり次第支部へ
連絡いたします。

⑥現段級受領年月日の確認
免状等確認して正確な現段受領年月日を
記入してください。

⑦四、五段特別推薦書
受審前に県連に提出し、幹部会の承認を受ける
（様式添付）

⑧確認責任者（事務局長）は記入内容について

確認をお願いいたします。
必ず、確認責任者名を記入し、押印漏れの無い
ようお願いいたします。

「必ずご本人が楷書で記入してください」

右　　氏名は太字の黒マジックで記入してください。
左　　ボールペンで記入してください。鉛筆は不可です。
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様式②
朱書朱書

朱書きの箇所はボールペン（赤）で、

それ以外は、

ボールペン（黒）で楷書で書くこと。

(高段者用申込書短冊)

①受審地記入
六、七段の申込時、受審地を必ず
朱書きしてください
例；東京、愛知、京都

②受審日記入
八段の申込時、受審日を必ず
朱書きしてください。
例；①×月×日
　　②×月×日

③全剣連番号必ず記入してください。
全剣連HPで検索できます。

④氏名に必ずフリガナを記入して
ください。

④現段位を他府県で取得された方
（１）免状のコピー
（２）理由書 で、確認

（１）（２）支部にて保管

⑤外国で取得された方
（１）免状のコピー
（２）理由書
（３）剣道手帳のコピー
申込書（短冊）に添付して提出してください。
＊全剣連に提出し全剣連国際部で確認
承認後全剣連番号が付与されます。
県連に全剣連番号通知あり次第支部へ
連絡いたします。

⑤現段,称号受領年月日の確認
免状等確認して正確な現段、
称号受領年月日を記入。

⑥確認責任者（事務局長）は記入内容について
確認をお願いいたします。
必ず、確認責任者名を記入し、押印漏れの無い
ようお願いいたします。

「必ずご本人が楷書で記入してください」
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形・学科再受審

受審者は申込み時、

必ず仮合格証「（形又は学）再受験」

押印のものを

短冊に添付して申込みをしてください。

支部受付者は短冊、仮合格証を確認をし、

短冊に「（　　　）再受験」の判を

左記の様に押印し

[形]又は[学]を記入してください。

その際、左側の全剣連番号等に判が

かからないよう注意をしてください。
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Ishikawa
スタンプ

Ishikawa
スタンプ

Ishikawa
スタンプ
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○
段

受
審
申
込
み
連
名
簿

支
部

審
査
日

印

N
o
.
全
剣
連
番
号

姓
名

姓
(ﾌ
ﾘｶ
ﾞﾅ
)
名
(ﾌ
ﾘｶ
ﾞﾅ
)
性
別
学
年

/
職
業
生
年
月
日

年
令
前
段
取
得

年
月
日

経
過
年
数
取
得
場
所
写
形

学
科

1
1
2
3
4
5
6
7
神
奈
川

太
郎

ｶ
ﾅ
ｶ
ﾞﾜ

ﾀ
ﾛ
ｳ

男
高
１

H
1
1
.5
.5

H
2
6
.1
1
.4

2
1
2
3
4
5
6
9

横
浜

花
子

ﾖ
ｺ
ﾊ
ﾏ

ﾊ
ﾅ
ｺ

女
高
２

H
1
0
.8
.7

H
2
6
.1
1
.4

3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

年
令
基
準

申
込
人
数

2
名

支
部
N
o
.

申
込
記
載
者
氏
名

性
別
－
年
令
順
並
替
え

経
過
年
数
順
並
替
え

全
剣
連
番
号
順
並
替
え

名
簿
消
去

ペ
ー
ジ
追
加

年
齢
・
経
過
年
数
再
計

コ
ン
テ
ン
ツ
の
有
効
化
を
行
う
。
（マ
ク
ロ
を
有
効
に
す
る
）

「
支
部
名
」
、
「
性
別
」
、
「学
年
」、
「
写
」
、
「
形
」
、
「学
科
」は
プ
ル
ダ
ウ
ン
リ
ス
ト
か
ら
選
択
す
る
。

「
申
込
人
数
」
、
「
年
令
」
、
「
経
過
年
数
」
は
自
動
計
算
さ
れ
る
。

形
・
学
科
の
再
受
験
は
該
当
の
欄
に
再
を
プ
ル
ダ
ウ
ン
リ
ス
ト
か
ら
入
力
す
る
。

二
段
以
上
の
受
験
者
は
、
前
段
取
得
が
県
内
・
県
外
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
段
取
得
年
月
日
を
入
力
し
、
取
得
場
所
に
つ

い
て
は
他
県
取
得
者
の
み
そ
の
県
名
を
入
力
す
る
。

証
明
書
の
添
付
が
有
る
者
は
「
写
」
欄
に
有
を
入
力
す
る
。

年
月
日
は
H
2
7
.1
1
.1
ま
た
は
2
0
1
5
/1
1
/1
の
形
式
で
入
力
す
る
。

最
終
行
の
「
姓
」
欄
に
入
力
す
る
と
、
新
し
く
２
０
行
分
が
追
加
さ
れ
る
。

審
査
日
は
必
ず

入
力
す
る
！

六
、
七
段
は

受
審
地
を
入
力
。

八
段
は
１
日
目

O
R
２
日
目
を
○

ク
リ
ッ
ク
す
る
と
２
０
行

分
が
追
加
さ
れ
る

デ
ー
タ
ー
の
コ
ピ
ー
＆
ペ
ー
ス
ト
を

行
っ
た
場
合
は
、
再
計
算
を
す
る
！

必
ず
担
当
者
氏
名
を
記
入
し
捺
印
す
る
！
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剣
道
称
号
規
則
（
抜
粋
）

細
　
　
則
　
　
（
抜
粋
）

「
審
査
員
の
責
務
」

「
審
査
員
の
責
務
」

第
７
条

　
審
査
員
は
、
審
査
に
当
た
り
、
い
か
な
る
称
号
、
段
位
に
お
い
て
も
、
常
に

第
６
条
の
２
　
審
査
は
、
規
則
第
７
条
の
責
務
を
全
う
す
る
た
め
、
そ
の
公
正
、
公
平
を

厳
正
、
適
正
、
か
つ
公
平
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

疑
わ
れ
る
よ
う
な
、
い
か
な
る
言
動
も
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
審
査
員
は
、
そ
の
任
務
の
重
要
性
を
自
覚
し
、
審
査
の
信
用
を
傷
つ
け
、
ま
た

②
審
査
員
は
、
何
人
を
問
わ
ず
審
査
に
支
障
を
お
よ
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
疑
わ
れ
る

不
名
誉
と
な
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

い
か
な
る
財
産
上
の
利
益
の
供
与
、
若
し
く
は
供
応
接
待
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

③
審
査
員
は
、
審
査
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
と
審
査
に
公
正
が
疑
わ
れ
る
よ
う
な
方
法
で

接
見
ま
た
は
交
信
し
て
は
な
ら
な
い
。

④
審
査
員
は
、
い
か
な
る
審
査
会
に
お
い
て
も
み
だ
り
に
他
の
審
査
場
に
出
入
り
し
、

ま
た
他
の
審
査
員
に
対
し
特
定
の
受
審
者
を
益
し
ま
た
害
す
る
ご
と
き
言
動
を

し
て
は
な
ら
な
い
。

⑤
審
査
員
は
、
審
査
に
際
し
、
合
格
ま
た
は
不
合
格
の
意
思
を
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
２
章
　
称
号
の
審
査

「
付
与
基
準
」

「
称
号
の
付
与
基
準
」

第
８
条

　
称
号
は
、
錬
士
、
教
士
、
お
よ
び
範
士
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
次
の
各
号
の
基
準
に
第
７
条

　
規
則
第
８
条
に
定
め
る
付
与
基
準
は
、
剣
道
称
号
・
段
位
審
査
実
施
要
領
（
以
下

該
当
す
る
者
に
与
え
ら
れ
る
。

「
実
施
要
領
」
）
を
参
考
に
す
る
。

1
錬
士
は
、
剣
理
に
錬
達
し
、
識
見
優
良
な
る
者

2
教
士
は
、
剣
理
に
熟
達
し
、
識
見
優
良
な
る
者

3
範
士
は
、
剣
理
に
通
暁
、
成
熟
し
、
識
見
卓
越
、
か
つ
人
格
特
操
高
潔
な
る
者

「
受
審
資
格
」

様
式
短
冊
②
に
記
入

「
称
号
の
受
審
資
格
」

第
９
条

　
称
号
を
受
審
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
加
盟
団
体
の
登
録
会
員
で
あ
っ
て
、
次
の

第
８
条

　
規
則
第
９
条
第
１
項
第
１
号
の
「
別
に
定
め
る
年
限
」
は
、
当
分
の
間
１
年
と
す
る
。

各
号
の
条
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
同
項
第
２
号
の
「
別
に
定
め
る
年
限
」
は
、
当
分
の
間
２
年
と
す
る
。

1
錬
士
　
　
六
段
受
有
者
で
、
六
段
受
有
後
、
別
に
定
め
る
年
限
を
経
過
し
、
加
盟

③
同
条
第
２
項
に
定
め
る
錬
士
の
称
号
を
受
審
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
格
は
、
五
段
受
有
後

　
団
体
の
選
考
を
経
て
、
加
盟
団
体
会
長
よ
り
推
薦
さ
れ
た
者
。

１
０
年
以
上
を
経
過
し
、
か
つ
、
年
齢
６
０
歳
以
上
と
す
る
。

2
教
士
　
　
錬
士
七
段
受
有
者
で
、
七
段
受
有
後
、
別
に
定
め
る
年
限
を
経
過
し
、

　
加
盟
団
体
の
選
考
を
経
て
、
加
盟
団
体
の
会
長
よ
り
推
薦
さ
れ
た
者
。

3
範
士
　
　
教
士
八
段
受
有
者
で
、
八
段
受
有
後
、
８
年
以
上
経
過
し
、
加
盟
団
体
の

　
選
考
を
経
て
、
加
盟
団
体
会
長
よ
り
推
薦
さ
れ
た
者
、
な
ら
び
に
全
剣
連
会
長
が

　
適
格
と
認
め
た
者
。

②
五
段
受
有
者
で
、
加
盟
団
体
の
選
考
に
お
い
て
、
第
８
条
第
１
号
の
基
準
に
達
し
て

い
る
と
認
め
ら
れ
、
特
に
加
盟
団
体
会
長
よ
り
推
薦
さ
れ
た
者
は
、
前
項
第
１
号
の

規
程
に
か
か
わ
ら
ず
、
錬
士
の
称
号
を
受
審
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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＜
剣

道
　

錬
士

・
教

士
  

審
査

受
審

規
程

＞

日
 本

 剣
 道

 形

（
 打

太
刀

 ・
仕

太
刀

 ）
両

方
を

行
う

指
定

さ
れ

た
何

本
目

か
を

解
説

し
な

が
ら

行
う

　

学
科

試
験

社
会

体
育

上
級

＜
免

　
除

＞

 講
 習

 会
 (

 座
 学

 )

社
会

体
育

（
中

・
上

級
）
認

定
者

　
＜

免
 除

＞

社
会

体
育

（
上

級
）

認
定

者
　

＜
免

 除
＞

  
  

 「
指

導
歴

」
受

審
申

請
書

類
に

記
入

し
各

支
部

会
長

の
承

認
を

受
け

る

神
奈

川
県

剣
道

連
盟

論
文

提
出

神
奈

川
県

称
号

審
査

会
（
剣

道
　

錬
士

・
教

士
）
申

請
資

格
 受

審
要

項
  

(一
部

改
定

）

＊
　

受
審

規
程

の
実

施
期

間
は

　
令

和
4
年

９
月

～
令

和
5
年

２
月

　
ま

で
と

す
る

。

平
成

１
７

年
１

２
月

１
５

日
改

定
平

成
２

０
年

１
２

月
０

４
日

改
定

平
成

２
３

年
１

２
月

０
１

日
改

定
平

成
２

４
年

０
４

月
０

１
日

改
定

平
成

２
６

年
１

２
月

０
１

日
改

定

＜
特

 例
＞

五
段

取
得

後
 １

０
年

 を
経

過
　

年
令

 ６
０

才
以

上
の

者
１

　
回

以
上

１
　

回
以

上
１

　
回

以
上

無
し

論
文

提
出

＜
免

　
除

＞
六

段
 取

得
後

 １
年

 を
経

過
し

た
者

で
、

全
剣

連
  

社
会

体
育

指
導

員
資

格
（
中

、
上

級
）
認

定
者

(主
審

 ：
 1

回
 )

  
( 

副
審

 ：
 2

回
 )

  
を

行
う

＜
神

奈
川

県
称

号
審

査
会

（
剣

道
　

錬
士

・
教

士
）
 審

査
項

目
 ・

 講
習

会
＞

　

区
  

 分
審

 判
 法

　
　

　
　

　
　

錬
　

　
士

(主
審

 ：
 1

回
 )

  
( 

副
審

 ：
 2

回
 )

  
を

行
う

教
　

　
士

全
剣

連
審

査
に

向
け

て
の

講
習

を
全

員
受

講

教
 士

錬
士

七
段

取
得

者
で

、
七

段
取

得
後

 ２
年

 を
経

過
し

た
者

１
　

回
以

上
１

　
回

以
上

１
　

回
以

上

 錬
士

七
段

取
得

者
で

、
七

段
取

得
後

 ２
年

 を
経

過
し

、
全

剣
連

  
社

会
体

育
指

導
員

資
格

認
定

者

社
会

体
育

中
級

、
上

級
＜

免
　

　
除

＞
１

　
回

以
上

１
　

回
以

上

＜
 免

　
　

除
 ＞

１
　

回
以

上
１

　
回

以
上

錬
 士

六
段

取
得

後
 １

年
 を

経
過

し
た

者
１

　
回

以
上

１
　

回
以

上
１

　
回

以
上

平
成

１
３

年
０

４
月

０
１

日
改

定
平

成
１

６
年

０
６

月
２

４
日

改
定

＜
全

剣
連

＞
＜

 神
 奈

 川
 県

 剣
 道

 連
 盟

　
　

審
査

規
程

 ＞

受
審

日
以

前
　

〔
２

年
間

〕
　

に
県

剣
道

連
盟

主
催

以
上

の
講

習
会

に
参

加
し

、
剣

道
手

帳
に

規
程

回
数

の
受

講
印

の
あ

る
者

　
　

　
（
錬

士
 ・

教
士

　
共

通
）

称
 号

受
　

審
　

資
　

格
審

査
規

程
日

本
剣

道
形

 講
習

会
審

判
法

 講
習

会
指

導
法

（
合

同
稽

古
会

）
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験
  

  
指
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歴平

成
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年

０
６

月
０

９
日

改
定

User8
テキスト ボックス
P13




　

◎ 六段・七段受有者で　取得後 １年 を経過した者

受審日以前２年間に 「県剣道連盟」主催以上の講習会に参加し ①～④ の条件を満たしていること

　　

◎　五段受有者で、五段取得後 １０年以上 経過し　年令 ６０才以上 の者

受審日以前２年間に 「県剣道連盟」主催以上の講習会に参加し ①～④ の条件を満たしていること

◎　六段・七段取得後　１年　を経過した者で、全剣連社会体育指導員資格 （中級 ・上級） 認定者は

①　審判実技 ： 主審１回　・　副審２回　を行う。

②　日本剣道形 ： 打太刀 ・ 仕太刀 両方 を行う。

③　講習会（座学）：

◎　

受審日以前２年間に 「県剣道連盟」主催以上の講習会に参加し ①～④ の条件を満たしていること

　　

◎　錬士七段受有者で、七段取得後２年を経過し、全剣連社会体育指導員資格 （上級） 認定者は

                      全剣連の 「学科試験」 が免除されます。　但し、 ②～④ の条件を満たしていること

①　審判実技 ： 主審１回　・　副審２回　を行う。

②　日本剣道形 ： 形の何本目かを指定し、解説・実施させる。

： 全剣連の称号本審査に向けての　学科試験の取り組み方について（当日開催）

受審資格

令和4年2月7日

神奈川県剣道連盟

　　神奈川県称号審査会　（剣道　錬士・教士）　要項　(一部改定）

＊　受審規程の実施期間は　令和4年９月～令和5年２月　までとする。

錬士号

受審資格

①　日本剣道形　　　　　　　１回 以上　但し、社会体育指導員 （中級・上級） 認定者は ＜出席免除＞

②  審判法　　　　　　　　　　１回 以上

③  指導法（合同稽古会）　１回 以上

④　審判経験　　　　   　 　　無し

　　　　　全剣連の＜小論文提出＞が免除されます。　　但し、 ②～④ の条件を満たしていること

      

神奈川県 審査会

全剣連の称号本審査に提出する  「小論文」  作成方法について（当日開催）

               社会体育指導員資格 （中級・上級） 認定者を除く全員出席のこと

教士号

③　講習会（座学）

社会体育指導員資格 （上級） 認定者を除く全員出席のこと。

錬士七段受有者で、七段取得後２年を経過した者

①　日本剣道形　　　　　　　１回 以上　但し、社会体育指導員 （中級・上級） 認定者は ＜出席免除＞

②  審判法　　　　　　　　　　１回 以上

③  指導法（合同稽古会）　１回 以上

④  指導歴を提出　　　　　　支部会長の承認が必要  

神奈川県 審査会

takad
スタンプ



　 神奈川県剣道連盟　会長　殿　

　　　　　　　　　印　

　　（☎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） 　

                                        ( 錬士 ・ 教士  ○印を記入 )

　　　　「剣道手帳」 に捺印されている 「講習会出席印」 の コピー を添えて申告いたします

　：

　： 年 月 　 　

　： 段 年 月 日 登　録 　　都　道　府　県

　： 年 月 日 登　録 　　都　道　府　県

◎　受審申し込み以前　２　年間　の講習会受講状況

剣道形 　：

（１回以上）

審判法 　：

（１回以上）

指導法 　：

（１回以上）

指導場所名称　： 　 対象

指導場所名称　： 　 対象

◎　全剣連（社会体育指導員　中級以上）　認定証のコピーを添付して下さい

平・令　　　　年　　　月　　　日（　　　　　　　　認定）

平・令　　　　年　　　月　　　日（　　　　　　　　認定）

氏 名 　 　　　　　　　　印 　

　 昭 ・ 平

錬士号取得日

平・令　　　年　　　月　　　日（　　　　　　　　主催）

日　（　　　　才）

支部剣道連盟会長

平・令　　　年　　　月　　　日（　　　　　　　　主催）平・令　　　年　　　月　　　日（　　　　　　　　主催）

　　　　　　　　　上記内容を承認します

小・中・高生・一般　　　週　　　　回　　　　月　　　　回　　

◎　指導状況（教士受審者のみ記入）

小・中・高生・一般　　　週　　　　回　　　　月　　　　回　　

平・令　　　年　　　月　　　日（　　　　　　　　主催）

平・令　　　年　　　月　　　日（　　　　　　　　主催）

令　和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

平・令　　　年　　　月　　　日（　　　　　　　　主催）

平・令　　　年　　　月　　　日（　　　　　　　　主催）

　　　　剣道   錬士 ・ 教士  称号審査会　受審申告書

平・令　　　年　　　月　　　日（　　　　　　　　主催）

全 剣 連 番号

生　年　月　日

平・令　　　年　　　月　　　日（　　　　　　　　主催）

昭・平・令

昭・平・令

現段位取得日

平・令　　　年　　　月　　　日（　　　　　　　　主催）

平・令　　　年　　　月　　　日（　　　　　　　　主催）

平・令　　　年　　　月　　　日（　　　　　　　　主催）

受審者
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県　剣　連

初  段 5,000 3,500 1,500

二  段 6,000 4,500 1,500

三  段 7,000 5,500 1,500

四  段 12,000 9,000 3,000

五  段 14,000 11,000 3,000

六  段 16,000 7,000 3,000

七  段 18,000 8,000 3,000

八  段 21,000 9,000 4,000

錬  士 17,000 8,000 2,000

教  士 24,000 10,000 4,000

範  士

再受験料（前回の審査で学科・剣道形の不合格者）

初  段 3,000 1,500 1,500

二  段 4,000 2,500 1,500

三  段 5,000 3,500 1,500

四  段 8,000 5,000 3,000

五  段 9,000 6,000 3,000

六  段
七  段
八  段
錬  士
教  士
範  士

審査関係　受審料

令和元年6月1日
神奈川県剣道連盟

段位
称号

6,000

支部交付金
内　　訳

 審 査 料

本人支出額
全　剣　連

7,000

8,000

7,000

10,000

注）県称号審査会の審査料は（県剣連＋支部）です。
合格された方は当日会場で全剣連審査料をお支払いください。

・剣道六段～八段（実技合格・剣道形不合格）の方の再受審は、
全剣連より本人へ直接連絡があります。

・居合道,杖道の再受審制度はありません。

・錬士、範士の再受審制度はありません。

・教士の学科試験で不合格となった科目の再受験については、全剣連より
本人へ直接連絡があります。
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全　剣　連 県　　連

６９歳以下 7,300 2,300 3,500 1,500

７０歳以上 3,650 1,150 1,750 750

６９歳以下 9,000 3,000 4,500 1,500

７０歳以上 4,500 1,500 2,250 750

６９歳以下 11,000 4,500 5,000 1,500

７０歳以上 5,500 2,250 2,500 750

６９歳以下 17,000 6,000 8,000 3,000

７０歳以上 8,500 3,000 4,000 1,500

６９歳以下 23,000 9,000 11,000 3,000

７０歳以上 11,500 4,500 5,500 1,500

６９歳以下 39,000 22,500 13,000 3,500

７０歳以上 19,500 11,250 6,500 1,750

６９歳以下 59,000 37,500 17,500 4,000

７０歳以上 29,500 18,750 8,750 2,000

６９歳以下 92,000 52,500 34,500 5,000

７０歳以上 46,000 26,250 17,250 2,500

６９歳以下 57,000 30,000 20,000 7,000

７０歳以上 28,500 15,000 10,000 3,500

６９歳以下 72,000 45,000 20,000 7,000

７０歳以上 36,000 22,500 10,000 3,500

６９歳以下 110,000 75,000 24,000 11,000

７０歳以上 55,000 37,500 12,000 5,500
範  士

段位、称号　登録料　

令和1年6月1日改定
神奈川県剣道連盟

本人支出額

初  段

段位
称号

内　　訳
支部交付金

二  段

三  段

四  段

五  段

六  段

七  段

八  段

錬  士

教  士
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  神 県 連    　　 号　　
　　    　平成　 　年　　 月　 　日

神奈川県剣道連盟
会長　小林　英雄　殿

1.剣道  剣道連盟

2.居合道

3.杖道 会長    印

＊該当するものに○印をする。

  免 状 再 交 付 願 い

　下記の者につき免状の再交付をお願いいたします。

フ　リ　ガ　ナ

1 氏　　名

2 生 年 月 日 (大・昭・平)　　　年　　　月　　　日　　　　

3 称 号、段 位 取 得 年 月 日

(       ) 称号 士 (昭・平)　　年　　月　　日

(       ) 段位 段 (昭・平)　　年　　月　　日
(再発行希望するに方に○印を記入）

4 全剣連番号

（右詰めで記入）

5 住　　所 〒

電 話 番 号

6 備　　考

Ishikawa
スタンプ

Ishikawa
スタンプ

Ishikawa
スタンプ
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